
（第 5号議案） 定款変更の件

（現 行 ） 第 3 章 役 員

（種別及び定数）

第 13条

この法人に､次の役員を置く。

(1)理事 20人以上 35人以内

(2)監事 1人以上 3人以内

2理事のうち 1人を理事長､5人以上 15人以

内を副理事長とする。

（変更後） 第 3 章 役 員

（種別及び定数）

第 13条

この法人に､次の役員を置く。

(1)理事 10人以上 20人以内

(2)監事 1人以上 3人以内

2理事のうち 1人を理事長､5人以上 15人以

内を副理事長とする。

（現行） （定款の変更）

第 49条

この法人が定款を変更しようとするときは､総

会に出席した運営会員の 4分の 3以上の多数

による議決を経､かつ､法第 25条第 3項に規定

する軽微な事項を除いて､所轄庁の認証を得な

ければならない。

（変更後） （定款の変更）

第 49条

この法人が定款を変更しようとするときは､総

会に出席した運営会員の 4 分の 3 以上の多数

による議決を経､かつ､法に定める必要なものに

ついては､所轄庁の認証を得なければならな

い。


